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ちよだ成年後見センター 電話：03-6265-6521 

 

▶プログラム 

＊「成年後見制度基礎講座」 

＊「障がい者の後見はだれが担う？」 

 久保 厚子氏 
（全国手をつなぐ育成会連合会会長） 

（成年後見制度利用促進委員会委員） 

 川口 純一氏 
（成年後見センター・リーガルサポート副理事長） 

（成年後見制度利用促進委員会臨時委員） 

＊「司法書士による個別相談」（予約制） 

▶対  象 成年後見制度の利用を検討している方、 

すでに後見人等になられている方、関心のある方 

▶定  員 30名（申込み順）千代田区在住在勤の方を優先します。 

▶申込方法 住所・氏名・連絡先をご記入の上、下記までファックス 

または E メールをお送りいただくか、電話にてお申込み 

ください。（裏面の申込用紙をご利用ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

 

 

 

 

成年後見② 
はじめの一歩 

成年後見制度は平成１２年
に始まりました。同時にス

タートした介護保険の 
サービスの契約を助け 
ることも改正の目的の 

一つだったといえま 
す。しかし成年後見制 

度の利用はあまりすすみ 
ませんでした。そこで平成
２８年４月に成年後見制度
利用促進法が施行され、平
成２９年３月には成年後見
制度利用促進基本計画が閣
議決定されました。概ね５
年間を念頭に成年後見制度
の利用を促進していくため
の仕組みが作られることに
なります。ところで、成年
後見制度の利用を促進しよ
うとしていることはよくわ
かりましたが、成年後見制
度の利用が進んだ社会は、
どのような社会なのでしょ
うか？利用が進んでいない
社会と比べるとよい社会に
なっていると思っていいの
でしょうか？成年後見制度
の関心は高まってきている
ようです。改めて成年後見
制度が目指す社会を考えて
みませんか？・・・・・・ 

 

ちよだ成年後見センター連続講座＜全２回＞ 

 
 

 

-成年後見制度の利用を促進してどんな社会を夢みるのか- 

講
演 

個別 
相談 

千代田区立障害者福祉センター 
えみふる５階 会議室 

 

■主催 千代田区社会福祉協議会  

■共催（公社）成年後見センター・リーガルサポート東京支部 東京司法書士会千代田支部 



 

 

お手数ですが下記のアンケートにお答えください（いずれかに○） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千代田区に 在住  ・ 在勤  ・ 在学  ・ その他（      ） 

この講演会を知ったのは 掲示板  ・ チラシ ・ 区報  ・ その他（    ） 

参加のきっかけは ・自分の将来のことが気になったから 

・家族の将来のことが気になったから 

・ポスター・チラシをみて興味をもった 

・その他（                     ） 

ふりがな  

お名前   

ご連絡先  住所〒（   -    ） 

 

電話  

個別面談の希望  あ   り    ・      な    し 

はじめの一歩②申込み用紙 

ＦＡＸ ０３－３２６５－１９０２ 

 

 

 

※ＪＲ御茶ノ水駅
お ち ゃ の み ず え き

御茶ノ水橋口
お ち ゃ の み ず ば し ぐ ち

から、  

視覚障害者誘導
しかくしょうがいしゃゆうどう

ブロックがあります。  

交通
こうつう

アクセス  

●JR御茶ノ水駅
お ち ゃ の み ず え き

 御茶ノ水橋口
おちゃのみずばしぐち

から徒歩
と ほ

４分
ふん

 

●東京
とうきょう

メトロ丸
まる

の内
うち

線
せん

 御茶ノ水駅
お ち ゃ の み ず え き

  

2番
ばん

出口
で ぐ ち

から徒歩
と ほ

５分
ふん

 

●東京
とうきょう

メトロ千代田線
ち よ だ せ ん

  新御茶ノ水駅
し ん お ち ゃ の み ず え き

 

B1出口
で ぐ ち

から徒歩
と ほ

６分
ふん

 


